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船舶事故調査報告書 

 

令和元年１０月２日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３１年２月２１日 １２時４８分ごろ 

発生場所 高知県宿毛
す く も

市鵜
う

来
ぐる

島北東方沖 

 鵜来島灯台から真方位０２５°１.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３２°４９.５′ 東経１３２°３０.６′） 

事故の概要 コンテナ船PACIFIC
パシフィック

 BEIJING
ベ イ ジ ン

は、北西進中、また、漁船第二日光
にっこう

丸

は北進中、両船が衝突した。 

第二日光丸は、操縦者が負傷し、右舷中央部外板の破口等を生じ、

また、PACIFIC BEIJING は、バルバスバウに擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 平成３１年３月２６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ コンテナ船 PACIFIC BEIJING（リベリア共和国籍）、９,９４０

トン（１,１１８ＴＥＵ） 

９３７８９３１（ＩＭＯ番号）、FIFTEEN SILVER S.A.（船舶所

有者）、OSM SHIP MANAGEMENT PTE. LTD.（船舶管理会社、Ａ

社） 

１４７.８７ｍ×２３.２５ｍ×１１.５ｍ、鋼 

ディーゼル機関、９,７３０kＷ、２００７年１２月４日 

Ｂ 漁船 第二日光丸、３.８トン 

   ＥＨ３－７０９３１（漁船登録番号）、個人所有 

   ９.４０ｍ（Lr）×２.４０ｍ×０.８０ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数５０、昭和６０年１０月６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍） 男性 ４７歳 

締約国資格受有者承認証 船長（リベリア共和国発給） 

交付年月日 ２０１８年５月２１日 

       （２０２１年３月１０日まで有効） 

航海士Ａ（インド籍） 男性 ３４歳 

締約国資格受有者承認証 一等航海士（リベリア共和国発給） 

交付年月日 ２０１８年８月１６日 

       （２０２３年４月１日まで有効） 

Ｂ 操縦者Ｂ 男性 ８４歳 
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一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年９月１８日 

    平成３０年５月２９日をもって失効していた。 

 死傷者等 軽傷 １人（操縦者Ｂ） 

 損傷 Ａ バルバスバウに擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に破口及び主機に濡損（全損） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北北西、風速 約１１m/s、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約２.５ｍ 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか１３人（フィリピン共和国籍１１

人、インド籍１人、ラトビア共和国籍１人）が乗り組み、コンテナ４

４４個を積載し、平成３１年２月２０日１６時１８分ごろ大韓民国

光陽
クァンヤン

港に向けて愛知県名古屋港を出港し、宿毛湾南西方沖を約１４.

５ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で、自動操舵により

北西進していた。 

 航海士Ａは、２１日１２時００分ごろから単独の船橋当直に当た

り、１号レーダーを６Ｍレンジ、２号レーダーを３Ｍレンジでそれぞ

れオフセンター表示とし、目視及びレーダーによる見張りを行いなが

ら航行を続けた。 

 Ａ船は、１３時４６分ごろ海上保安庁から電話により本事故につい

ての問い合わせを受け、１８時０６分ごろ宿毛湾で錨泊した。 

 Ｂ船は、操縦者Ｂ及び甲板員１人（以下「甲板員Ｂ」という。）が

乗り組み、２月２１日０７時ごろ鵜来島北方沖５０ｍ付近の漁場に到

着して一本釣り漁の操業を行った後、１２時３０分ごろ水揚げの目的

で愛媛県愛南
あいなん

町船越漁港に向け同漁場を出発した。 

 操縦者Ｂは、舵輪後方の渡し板に腰を掛けて手動操舵で操船に当た

り、甲板員Ｂに操縦席下方の居室で翌日の仕掛けの準備を行わせなが

ら、鵜来島北東方沖を約７kn の速力で北進していたところ、１２時４

８分ごろ船体に衝撃を感じたと同時に体を左方に飛ばされ、操縦席左

舷側の壁に胸部を打った。 

 Ｂ船は、衝突の衝撃で船首が左方に振れ、操縦者Ｂが、右舷方を見

たところ、Ａ船が通過していくのを認め、Ａ船と衝突したことを知っ

た。 

 甲板員Ｂは、衝撃を感じて居室から出てＡ船を認めた後、機関室及

び魚倉が浸水していることに気付き、所属漁業協同組合の職員に携帯

電話で連絡し、海上保安庁への通報と救助を依頼した。 

 Ｂ船は、僚船により船越漁港にえい
．．

航され、操縦者Ｂが、病院で診

察を受けて左胸部打撲及び外傷性頸部捻挫と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜

粋）、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ Ｂ船前部、写真３ Ｂ船

後部、写真４ Ｂ船の損傷状況 参照） 
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その他の事項  Ａ船の当直体制は、夜間や内海を航行する際以外は、単独当直とし

ていた。 

 航海士Ａは、約１５年の海上経験があり、平成３０年４月に一等航

海士免状（インド発給）を取得し、本事故発生海域を航行した経験が

約１０回あった。 

 航海士Ａは、本事故当時、鵜来島付近を航行している数隻の貨物船

の動静を気にしていたが、それ以外に船舶は周囲にいないと思ってお

り、Ｂ船との衝突にも気付いていなかった。 

 Ｂ船は、操縦席からの見通しが良く、死角はなかった。 

 操縦者Ｂ及び甲板員Ｂは、自動膨張式の救命胴衣を着用していた。 

 操縦者Ｂは、本事故当時、甲板員Ｂが居室で作業をしており、波が

高かったので、前部甲板に波が打ち込まないよう波の方向及び高さに

意識を向けて、針路及び速力を調整しながら操船していた。 

 操縦者Ｂは、左舷前方から受ける波を見ることに気を取られてい

て、右舷方を見ていなかった。 

分析  

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

 

 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ あり 

 Ａ船は、鵜来島北東方沖を北西進中、航海士Ａが、鵜来島付近を航

行している数隻の貨物船の動静を気にしていたが、それ以外に船舶は

周囲にいないと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、左

舷方から接近するＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突したものと考えられ

る。 

 Ｂ船は、鵜来島北東方沖を北進中、操縦者Ｂが、前部甲板に波が打

ち込まないよう波の方向及び高さに意識を向けて、針路及び速力を調

整しながら操船していたことから、右舷方から接近するＡ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

 操縦者Ｂは、左舷前方から受ける波を見ることに気を取られてい

て、右舷方を見ていなかったものと考えられる。 

 操縦者Ｂは、小型船舶操縦免許証が失効していたことから、Ｂ船の

操縦を行ってはならなかった。 

原因  本事故は、鵜来島北東方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が北進

中、航海士Ａが、鵜来島付近を航行している数隻の貨物船の動静を気

にしていたが、それ以外に船舶は周囲にいないと思い、同じ針路及び

速力で航行を続け、また、操縦者Ｂが、前部甲板に波が打ち込まない

よう波の方向及び高さに意識を向けて、針路及び速力を調整しながら

操船していたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  Ａ社は、本事故後、同社が管理する全ての船舶に対し、沿岸及び内

海を航行する際は、船橋当直を航海士及び甲板員の２人体制とするよ
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う指示した。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・貨物船や漁船が航行している海域を航行している船舶は、自船の

周囲に船がいないと思わず、常時、目視及びレーダーにより周囲

を確認すること。 

・操船に意識を向ける必要がある海象状況下を航行する場合、他の

乗組員に見張りを補助させることが望ましい。 

・小型船舶操縦者として乗船する場合、有効な操縦免許証を所持す

ること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事故発生場所 

（平成３１年２月２１日 

１２時４８分ごろ発生） 

Ａ船の航行経路 

Ｂ船の推定航行経路 

鵜来島 

鵜来島灯台 

愛媛県 

宿毛湾 

船越漁港 

Ｂ船の予定針路 

愛媛県愛南町 

高知県宿毛市 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録（抜粋） 

 

時 刻 

(時:分:秒) 

船位※ 
対地針路※ 

（゜） 

船首方位※ 

（゜） 

対地速力

（kn） 
北 緯 

(°-′-″) 

東 経 

(°-′-″) 

12:45:45 032-49-06.7 132-31-10.1 312.4 314 14.5 

 12:45:52 032-49-07.8 132-31-08.7 312.8 314 14.5 

 12:45:57 032-49-08.6 132-31-07.6 310.8 313 14.5 

 12:46:05 032-49-09.7 132-31-06.1 311.0 312 14.5 

 12:46:09 032-49-10.5 132-31-05.0 309.0 312 14.5 

 12:46:16 032-49-11.6 132-31-03.4 308.5 312 14.5 

 12:46:22 032-49-12.4 132-31-02.1 307.7 312 14.5 

 12:46:28 032-49-13.3 132-31-00.7 308.4 312 14.5 

 12:46:34 032-49-14.2 132-30-59.4 308.5 313 14.5 

 12:46:40 032-49-15.2 132-30-58.0 309.4 312 14.5 

 12:46:45 032-49-15.9 132-30-56.9 308.6 312 14.5 

 12:46:52 032-49-17.0 132-30-55.4 308.2 312 14.5 

 12:46:58 032-49-17.8 132-30-54.0 307.2 312 14.5 

 12:47:04 032-49-18.7 132-30-52.6 307.4 312 14.5 

 12:47:09 032-49-19.4 132-30-51.5 307.1 313 14.5 

 12:47:16 032-49-20.5 132-30-49.9 309.3 313 14.5 

 12:47:22 032-49-21.4 132-30-48.6 308.7 313 14.4 

 12:47:28 032-49-22.3 132-30-47.2 309.5 313 14.4 

 12:47:34 032-49-23.2 132-30-45.9 308.2 312 14.5 

 12:47:40 032-49-24.1 132-30-44.6 308.3 312 14.4 

 12:47:45 032-49-24.8 132-30-43.4 307.2 312 14.4 

 12:47:51 032-49-25.7 132-30-42.1 306.9 312 14.5 

 12:47:58 032-49-26.7 132-30-40.5 306.9 313 14.5 

 12:48:04 032-49-27.6 132-30-39.1 308.0 313 14.5 

 

  ※ 船位は、船橋上方に設置されたＧＰＳアンテナの位置である。また、対地針路及び船首方位 

は真方位である。 
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   写真１ Ａ船の損傷状況                写真２ Ｂ船前部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ Ｂ船後部              写真４ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


